
○１巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 ○２巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

鳥取県内 829 469 122 20
地方公共団体

合計 (54%) (31%) (20%) (3%)

40,611 28,589 9,916 2,627

(65%) (46%) (30%) (8%)

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

鳥取県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況

道路管理者

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

1,535 95 128 605 59

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

17

全国
地方公共団体

合計
62,694 6,269 6,716 32,893 5,428 2,184
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    2019年度        2020年度         2021年度        1巡目点検(実績)         
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18%

21%

(1,495)

42%

(277,291)

62%

(4,323)

50%

(328,839)

16%

(1,142)

8%

(54,045)

0.1%

(5)

0.1%

(627)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鳥取県内

地方公共団体合計

(6,965)

全国

地方公共団体合計

(660,802)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※（ ）内は、2021年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数（撤去された施設や橋梁の

点検の対象外と判明した施設等を除く。）

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況（２０２１年度末時点）

※（ ）内は、2021年度末時点管理施設。

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

※判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

２巡目点検（２０１９～２０２１）の点検実施率 ２０２１年度末時点の判定区分



2021年度末時点

判定区分割合

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

1 国土交通省 551 194 40 0 785 40 29 4

2 高速道路会社 1 32 15 0 48 15 2 2

3 鳥取県 371 1,285 342 1 1,999 343 171 36

4 鳥取市 274 764 283 2 1,323 285 23 13

5 米子市 211 346 86 0 643 86 11 5

6 倉吉市 110 420 44 1 575 45 7 1

7 境港市 13 95 18 0 126 18 18 13

8 岩美町 53 97 55 0 205 55 6 1

9 若桜町 8 58 19 0 85 19 3 1

10 智頭町 77 42 20 0 139 20 9 2

11 八頭町 70 121 58 0 249 58 37 8

12 三朝町 44 63 13 0 120 13 8 4

13 湯梨浜町 51 125 26 0 202 26 6 3

14 琴浦町 55 64 45 0 164 45 3 0

15 北栄町 54 157 7 0 218 7 5 1

16 日吉津村 3 24 6 0 33 6 6 2

17 大山町 34 91 35 0 160 35 4 1

18 南部町 22 147 32 0 201 32 28 1

19 伯耆町 26 85 13 0 124 13 8 3

20 日南町 9 189 20 1 219 21 11 5

21 日野町 4 76 18 0 98 18 3 0

22 江府町 6 74 2 0 82 2 2 1

23 鳥取県内地公体合計 1,495 4,323 1,142 5 6,965 1,147 369 101

鳥取県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況

管理者

施設数
（2021年度末時点の判定区分 ※１）

2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

措置が
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※１　2021年度末時点の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分 Ⅳ：緊急措置段階
※２　2021年度末時点の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計
※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ



2021年度末時点

判定区分割合

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

1 国土交通省 556 176 43 0 775 43 42 8 27 3

2 高速道路会社 0 31 17 0 48 17 15 4 10 0

3 鳥取県 301 1,133 553 1 1,988 554 409 25 224 49

4 鳥取市 266 673 382 5 1,326 387 92 25 64 25

5 米子市 195 346 91 0 632 91 88 1 40 12

6 倉吉市 120 403 51 1 575 52 19 4 13 1

7 境港市 13 94 19 0 126 19 18 0 13 8

8 岩美町 36 96 70 0 202 70 22 2 17 1

9 若桜町 5 59 21 0 85 21 8 4 5 5

10 智頭町 43 53 39 0 135 39 36 7 27 5

11 八頭町 65 120 63 0 248 63 47 10 18 5

12 三朝町 44 61 14 0 119 14 12 0 8 0

13 湯梨浜町 39 138 25 0 202 25 22 1 13 8

14 琴浦町 31 57 62 1 151 63 12 1 5 2

15 北栄町 50 159 9 0 218 9 9 0 5 0

16 日吉津村 2 27 4 0 33 4 4 0 4 0

17 大山町 30 85 44 0 159 44 7 1 4 2

18 南部町 27 141 32 0 200 32 6 4 1 1

19 伯耆町 20 75 13 0 108 13 8 6 3 3

20 日南町 22 179 15 1 217 16 6 2 4 0

21 日野町 8 73 17 0 98 17 2 2 0 0

22 江府町 11 68 2 0 81 2 2 0 1 1

23 鳥取県内地公体合計 1,328 4,040 1,526 9 6,903 1,535 829 95 469 128

鳥取県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況（１巡目）

管理者

施設数
（１巡目(2014～2018年度)の点検結果 ※１）

１巡目(2014～2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

措置が
必要な
施設数

※２

措置に
着手済の
施設数

昨年度からの
着手済施設

増加数
※３

措置
完了済の
施設数

昨年度からの
完了済施設

増加数
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※１　１巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分 Ⅳ：緊急措置段階
※２　１巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計
※３　撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。
※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ



2021年度末時点

判定区分割合

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

1 国土交通省 276 136 24 0 436 24 14 14 0 0

2 高速道路会社 1 20 11 0 32 11 0 0 0 0

3 鳥取県 260 811 122 1 1,194 123 13 0 2 2

4 鳥取市 137 362 89 0 588 89 1 0 0 0

5 米子市 210 344 86 0 640 86 11 0 5 5

6 倉吉市 34 245 28 0 307 28 4 1 1 1

7 境港市 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

8 岩美町 53 97 55 0 205 55 6 6 1 1

9 若桜町 8 41 14 0 63 14 1 0 1 1

10 智頭町 76 41 20 0 137 20 9 3 2 2

11 八頭町 52 85 34 0 171 34 26 5 6 3

12 三朝町 26 45 3 0 74 3 0 0 0 0

13 湯梨浜町 26 42 17 0 85 17 0 0 0 0

14 琴浦町 54 62 41 0 157 41 2 0 0 0

15 北栄町 47 98 6 0 151 6 4 3 0 0

16 日吉津村 1 18 4 0 23 4 4 4 0 0

17 大山町 12 62 24 0 98 24 3 3 0 0

18 南部町 20 117 27 0 164 27 27 25 0 0

19 伯耆町 5 19 0 0 24 0 0 0 0 0

20 日南町 9 188 16 0 213 16 7 7 1 1

21 日野町 3 38 16 0 57 16 2 1 0 0

22 江府町 6 63 2 0 71 2 2 1 1 1

23 鳥取県内地公体合計 1,039 2,779 604 1 4,423 605 122 59 20 17

鳥取県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況（２巡目）

管理者

施設数
（２巡目(2019～2021年度)の点検結果 ※１）

２巡目(2019～2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況
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※１　１巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分 Ⅳ：緊急措置段階
※２　１巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計
※３　撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。
※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ


